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会社員、公務員、自営業者

請求書

・介護給付費等審査委員会
・審査支払
・第三者行為求償事務
・苦情処理
・介護サービスの提供事業

認定者

申請書

都道府県 介護保険審査会財政安定化基金

都道府県が設置
A:保険料未納による不足→2分の1を交付（残り2分の1は貸与）
B:見込みを上回る給付費の増大により不足→必要な額を貸与
・交付は3年目
・貸与は毎年
・貸与の償還期限は次期市町村介護保険事業計画期間
の最終年度末日まで、3年間の分割（無利子）

・財源は国、都道府県、市町村が3分の1ずつ均等に負担
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(白)

償還
(黒)

細かなところより、先ずは全体マップの他の所と入れ替えていないかに注意
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会社員、公務員、自営業者

請求書

・介護給付費等審査委員会
・審査支払
・第三者行為求償事務
・苦情処理
・介護サービスの提供事業

認定者

申請書
全体マップに登場する3つの会について

・細かい所よりも大きな違いを覚える

・設置場所が違う（役割も違う）

・介護認定審査会は3つ目の黄色い〇

・介護保険審査会は2、3、4つの〇と関係

・介護給付費等審査委員会は4つ目の赤い〇白ルート)

現物
(白)

償還
(黒)

都道府県 介護保険審査会財政安定化基金

国

3つの違いを見ていきます

4

4つ目の赤〇の白ルートの審査3つ目の黄色〇の認定 2、3、4つ目の〇で認められなかった不満

合議体：3の〇は③だけ、それ以外は①～③

国保連で出題されることはあっても
単独で問われることはほぼない

合議体：5人(市町村条例で決めらる) それぞれ同数
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問 介護給付費等審査委員会について正しいものはどれか。2つ選べ。

１ 都道府県は介護給付費請求書の審査を行うため、介護給付費等審査委員会を設置する

２ 介護給付費等審査委員会の委員の任期は2年である

３ 委員には市町村代表委員が含まれる

４ 委員には被保険者代表委員が含まれる

５ 要介護認定等にかかる審査判定を行う
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